
議案第１号 

 

 

損害賠償の額の決定について 

 

 

 次のとおり損害賠償の額を定める。 

 

 

     令和８年１月２１日提出 

 

                      飛騨市長  都 竹  淳 也 

 

１ 事故の概要   令和７年２月１８日午前５時５９分頃、飛騨市宮川町巣納谷 

地内の国道３６０号において、市所有のロータリー除雪車が右

折しようとした際、後続の大型トラックが追い越しをしようと

して反対車線へ出たため、ロータリー除雪車の右側前方装置部

に接触し弾き出された大型トラックが交差点部の道路照明灯に

衝突した。 

 

２ 損害賠償をする相手方の住所及び氏名 

①  愛知県一宮市                

                                      

②  岐阜県飛騨市古川町上野６１７番地１ 

        岐阜県古川土木事務所長 池上 進一 

 

３ 損害賠償の額              金５，７８６，１１８円 

     うち、車輌修理費及び車輌運搬費分   金４，６６１，３６８円 

           損害額             ９，３２２，７３６円 

相手方①の過失割合 ５０％   ４，６６１，３６８円 

           飛騨市の過失割合  ５０％   ４，６６１，３６８円 

 



     うち、道路照明灯分          金１，１２４，７５０円 

           損害額             ２，２４９，５００円 

相手方①の過失割合 ５０％   １，１２４，７５０円 

相手方②の過失割合  ０％           ０円 

           飛騨市の過失割合  ５０％   １，１２４，７５０円 

 


